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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
十
五
号
東

京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

新
宿
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
七
・
四
・
十

号
新
宿
西
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
十

五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変

更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
野
区
中
野
四

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

港
区
元
赤
坂
一
丁
目
六
番
六
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

青
山

幸
恭

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
野
生
動
物
保
護
管
理
事
務
所

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

八
王
子
市
小
宮
町
九
百
二
十
二
番
地
七

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

濱
﨑

伸
一
郎

四

そ
の
他

一
の
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
の
五
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損

害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所

及
び
氏
名

法
第
百
十
三

条
第
一
項
の

申
出
を
す
る

漁
業
協
同
組

合
の
名
称

縦
覧
期
間

縦
覧
場
所

小
笠
原

島
加
入

区

小
笠
原
村
父
島

字
清
瀬

髙
瀬

吉
安

小
笠
原
村
父
島

字
清
瀬

関

伴
夫

小
笠
原
島
漁

業
協
同
組
合

令
和
三
年

八
月
十
日

か
ら
同
月

二
十
四
日

ま
で

小
笠
原
村

父
島
字
奥

村小
笠
原
島

漁
業
協
同

組
合

小
笠
原

母
島
加

入
区

小
笠
原
村
母
島

字
元
地

佐
々
木

隆
幸

小
笠
原
村
母
島

字
元
地

大
澤

実

小
笠
原
母
島

漁
業
協
同
組

合

同
右

小
笠
原
村

母
島
字
元

地小
笠
原
母

島
漁
業
協

同
組
合

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
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三
条
第
四
号
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
つ
い

て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

東
京
都
労
働
委
員
会

一

地
方
公
営
企
業
の
名
称

東
京
都
水
道
局

二

労
働
組
合
の
名
称

㈠

全
水
道
東
京
水
道
労
働
組
合

㈡

東
京
水
道
労
働
組
合

三

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲

勤

務

箇

所

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
者

本
局

次
長
、
技
監
及
び
理
事

部
長
及
び
担
当
部
長

課
長
、
隊
長
、
担
当
課
長
及
び
専
門

課
長

総
務
部
総
務
課
課
長
代
理
（
秘
書
担

当
）
、
課
長
代
理
（
秘
書
事
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
調
整
担
当
）
、

課
長
代
理
（
総
務
担
当
）
、
課
長
代

理
（
文
書
担
当
）
及
び
課
長
代
理

（
法
務
担
当
）

総
務
部
主
計
課
課
長
代
理
（
財
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
経
営
管
理
担

当
）
、
課
長
代
理
（
財
務
調
査
担

当
）
、
課
長
代
理
（
改
革
推
進
担

当
）
、
課
長
代
理
（
出
資
法
人
担

当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
及

び
課
長
代
理
（
予
算
調
査
担
当
）

総
務
部
企
画
調
整
課
課
長
代
理
（
企

画
調
整
担
当
）

職
員
部
人
事
課
課
長
代
理
（
管
理
担

当
）
、
課
長
代
理
（
人
事
担
当
）
、

課
長
代
理
（
人
事
調
査
担
当
）
、
課

長
代
理
（
給
与
担
当
）
、
課
長
代
理

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
担
当
）

及
び
課
長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
監
理
担
当
）

職
員
部
労
務
課
課
長
代
理
（
労
務
担

当
）
及
び
課
長
代
理
（
労
務
調
査
担

当
）

職
員
部
監
察
指
導
課
課
長
代
理
（
服

務
指
導
総
括
担
当
）
、
課
長
代
理

（
服
務
指
導
担
当
）
、
課
長
代
理

（
業
務
指
導
総
括
担
当
）
及
び
課
長

代
理
（
業
務
指
導
担
当
）

多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部

本
部
長
、
部
長
、
担
当
部
長
、
課
長
、

担
当
課
長
及
び
専
門
課
長

給
水
管
理
事
務
所

所
長
及
び
課
長

給
水
事
務
所

所
長

研
修
・
開
発
セ
ン
タ
ー

所
長
及
び
課
長

水
運
用
セ
ン
タ
ー

所
長
及
び
課
長

水
質
セ
ン
タ
ー

所
長
及
び
課
長

水
源
管
理
事
務
所

所
長
、
課
長
及
び
専
門
課
長

取
水
管
理
事
務
所

所
長

貯
水
池
管
理
事
務
所

所
長

支
所

支
所
長
及
び
課
長

営
業
所

所
長

浄
水
管
理
事
務
所

所
長
及
び
課
長

浄
水
場

場
長

建
設
事
務
所

所
長
及
び
課
長

四

認
定
年
月
日

令
和
三
年
七
月
六
日

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

埼
玉
産
業

開
発
株
式

会
社

越
智

良
幸

千
代
田
区
飯
田
橋
二

丁
目
二
番
一
号

令
和
三
年
三
月

三
十
一
日

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条

の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

令
和
三
年
十
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
会
場

青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

東
京
都
青
梅
合
同
庁
舎
三
階

第
一
会
議
室
、
第
二
会
議
室
及

び
第
三
会
議
室

三

受
験
資
格

特
に
な
し

四

試
験
方
法
及
び
試
験
科
目
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㈠

試
験
方
法

筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

㈡

試
験
科
目

ア

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
等
関
係
法

令
事
項
を
含
む
。
）

イ

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
岩
石
の
採
掘
、

発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水

処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及

び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技

術
的
な
事
項
）

五

受
験
手
続

㈠

受
験
案
内
書
の
配
布

ア

配
布
期
間

令
和
三
年
九
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

イ

配
布
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
及
び
各
支

庁

㈡

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

ア

受
付
期
間

令
和
三
年
九
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

イ

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午

後
一
時
ま
で
の
時
間
を
除
く
。

㈢

受
験
願
書
の
受
付
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）
及
び
各
支
庁

㈣

提
出
書
類

ア

受
験
願
書
（
東
京
都
で
指
定
し
た
様
式
）

イ

受
験
票
（
東
京
都
で
指
定
し
た
様
式
）

ウ

写
真
（
縦
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
し
、
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
の
無
帽
無

背
景
の
も
の
）

ア
及
び
イ
の
用
紙
は
、
受
験
案
内
書
の
配
布
場
所
で
配
布
す

る
。

㈤

受
験
手
数
料

八
千
百
円

六

問
合
せ
先

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
七
八
八

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
府
中
四
谷

店

二

店
舗
所
在
地

府
中
市
四
谷
五
丁
目
二
十
三
番
地
十
二

ほ
か

三

設
置
者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

六

変
更
後
の
設
置
者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

白
石

正

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

柳
井

隆
博

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
二
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
都
賀
四
丁
目
三

番
一
号
（
株
式
会
社
か
ね
た
や
家
具

店
）

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
ひ
び
野
一
丁
目

七
番
地
（
株
式
会
社
か
ね
た
や
家
具

店
）

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

（
合
同
会
社
西
友
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫
（
合
同
会
社
西
友
）
ほ

か

十
四

変
更
日

令
和
三
年
四
月
一
日
ほ
か
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十
五

届
出
日

令
和
三
年
七
月
十
三
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月

十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
新
小
岩
店

二

店
舗
所
在
地

葛
飾
区
新
小
岩
一
丁
目
四
十
四
番
二
号

三

設
置
者
名

合
同
会
社
西
友

四

設
置
者
住
所

北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

十

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
三
年
七
月
十
五
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月

十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
西
荻
窪
店

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
西
荻
南
三
丁
目
二
十
五
番
二
十

七
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

十

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
七
月
十
五
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月

十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

玉
川
髙
島
屋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

マ
ロ
ニ
エ
コ
ー
ト

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
玉
川
二
丁
目
二
十
七
番
五
号

三

設
置
者
名

東
神
開
発
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
十
七
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
三

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
二

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
一

名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ス
テ
イ
ー
ブ
ン
・
セ
ア
（
ギ
ャ
ッ
プ
ジ

ャ
パ
ン
株
式
会
社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

マ
シ
ュ
ー

コ
リ
ン
（
ギ
ャ
ッ
プ
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
二
年
十
月
二
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
七
月
十
六
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月

十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日

に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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正

誤

○
令
和
三
年
七
月
三
十
日
付
公
告

二
十
三
ペ
ー
ジ
上
段
六
行
目
の
次
に
次
の
別
記
様
式
を
加
え
る
。発 行

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


